和束茶カフェ運営協議会　規約
（名　称）
第１条
この団体は、和束茶カフェ運営協議会（以下「協議会」という。）という。
（目　的）
第２条
協議会は、和束茶カフェを円滑に運営するとともに、和束町の地域活性化の推進を図ることを目的とする。
（事　業）
第３条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）和束茶の普及宣伝活動
（２）和束茶及び商品の販売管理及び喫茶業務
（３）ふるさとギャラリーの運営
（４）基幹産業の普及宣伝活動

（５）観光案内業務

（６）お茶を活用した特産品の開発

（７）その他目的を達成するために必要な活動
（構　成）
第４条
協議会は次の会員をもって構成する。
（１）正会員
協議会の目的に賛同して入会し、協議会の活動を推進し、協議会の運営に直接関わる個人及び団体等で、総会において議決権を有するもの。
（２）準会員

　　　　協議会の目的に賛同して入会し、協議会の活動を援助し、協議会での販売のみを行う個人、法人及び団体等で、総会において議決権を有しないもの。

（３）協力会員

　　　　協議会の目的に賛同して入会し、協議会の活動に参加する個人、法人及び団体等で、総会において議決権を有しないもの。
　　２　本規約に定める以外の会員に関する規定は、会長が別に定める。
(入　会)
第５条
協議会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会でこれを協議し、承認する。
　　
（入会金及び会費）
第６条
会費は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
　　
（会員の資格の喪失）
第７条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（１）退会届の提出をしたとき
（２）組織の解散及び本人が死亡したとき

（３）継続して１年以上会費を滞納したとき
（４）除名されたとき
（退　会）
第８条
会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
（除　名）
第９条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これ　を除名することができる。
（１）規約に違反したとき
（２）この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
（役員定数）
第１０条　協議会には次の役員を置く。
（１）
会　長　　　１名
（２）　副会長　　　２名

（３）　会　計　　　１名

（４）　監　事　　　２名
　　　
（役員の選任）
第１１条　役員は正会員の中から総会において選任する。
　　　
（役員の職務）
第１２条　会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。
　　　２　副会長は、会長を補佐し、会長の職務に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

　　　３　会計は、協議会の会計事務を掌る。
  　　４　監事は協議会の業務及び会計を監査する
  　　  　　
（役員の任期等）
第１３条　各役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。
 　　 ２  役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
 　　 ３　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
（総 会）
第１４条　この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。
 　　 ２　総会は、正会員もって構成し会長が招集する。
 　　 ３　総会は、以下の事項について議決する。
（１）規約の変更
（２）役員の選任

（３）事業報告及び収支決算に関すること
（４）事業計画及び収支予算に関すること
（５）その他、協議会運営に関する必要な事項
（総会の開催）
第１５条　通常総会は、毎年１回開催する。
 　　 ２　臨時総会は、以下の各号に該当するときに開催する。
（１）会長が必要と認めたとき
（２）正会員の３分の１以上もしくは、役員の過半数以上の請求があったとき　
 　　 ３　前項２号よる請求があったときは、会長は、その日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。
（総会議事）
第１６条　総会の議長は、会長がこれに当たる。
２　総会は、正会員数の２分の１以上の出席又は委任状提出により成立する。
３　総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長  の決するところによる。
（役員会）
第１７条　役員会は、役員をもって構成する。
　　　２　役員会は、会長が招集する。
３　役員会は、次の各号について協議する。
（１）協議会の事業の企画、運営に関すること
（２）総会の議案の作成に関すること
（３）会員の入会に関すること
（４）その他必要と認めた事項
（部　会）
第１８条　協議会に、具体的な事業の推進を図るため、必要に応じて部会を設けることができる。

（２）部会は、会長が指名した者をもって構成する
（経　費）
第１９条　協議会の経費は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
（１）入会金及び会費
（２）寄付金
（３）販売手数料
（４）その他の収入
（販売契約）

第２０条　会員は、協議会において商品を販売するときは、別に定める契約を締結するものとする。
（販売手数料）

第２１条　会員は、協議会における販売代金に対し、別に定める手数料を協議会に納入しなければならない。

（和束茶カフェ運営）

第２２条　和束茶カフェの運営時間は、年末年始を除く平日午前１０時から午後３時までとする。但し、土・日・祝祭日は午前１０時から午後５時までとする。

（事務局）　

第２３条　協議会に、事務局を設置する。

　　　２　事務局は、和束町雇用促進協議会内に設置する。

（会計年度）
第２４条　協議会の会計年度は、４月１日から、翌年３月31日までとする。
　　　２　協議会の経理は、会長の命により事務局が処理する。

第２５条　この規約に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
１　この規約は、平成２１年６月７日から施行する。
